
指定地域密着型通所介護 重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（指定 第 0475104741 号) 

 

当事業所はご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提

供される サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象とな

ります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

１． 事業者 

（１） 法 人 名     株式会社健生 

（２） 法 人 所 在 地      仙台市青葉区宮町３丁目５－２０  

（３） 電 話 番 号     ０２２－２１６－２３０１ 

（４） 代 表 者 氏 名      中尾 充 

（５） 設 立 年 月 日     平成９年６月１１日 

 

 

２． 事業所の概要 

（１） 事業所の種類      指定地域密着型通所介護 

（２） 事業所の名称     リハビリデイサービスうるおす仙台 

（３） 事業所の所在地     仙台市青葉区高松２丁目１０－２３ 

（４） 電 話 番 号     ０２２－７２５－６７４０ 

（５） 管 理 者     水野 のぞみ 

（６） 開 設 年 月 日      平成２８年２月１日 

（７） 利 用 定 員     １０人



３． 事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域  

・青葉区（高松、小松島、台原、旭ヶ丘、双葉ケ丘、鷺ヶ森、上杉、宮町、小田原等） 

・宮城野区（幸町、東仙台、鶴ケ谷、燕沢、平成等） 

・泉区（南光台等） 

等、事業所から車で片道２０分程の地域 

 

（２） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜～金曜（祝祭日含む） 

ただしお盆、年末年始を除く 

営  業  時  間 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間 １単位 ９：００～１２：１０ 

２単位 １３:５０～１７：００ 

 

４． 職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。                 

管 理 者   常勤兼務 １名                  計１名 

生 活 相 談 員   常勤兼務 １名                 計１名 

介 護 職 員   常勤専従 １名 常勤兼務 １名         計８名 

          非常勤兼務６名  

機能訓練指導員   常勤専従 １名  

非常勤兼務６名                 計７名 

 

 

令和６年５月２４日現在 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  当事業所が提供するサービスについて、 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の全額をご契約者にご負担いただく場合 

があります。 

 



（１）介護保険の給付対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の９割～７割が介護保険から給付されます。 

〈サービスの概要〉 

① 機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状態に応じて、日常生活を送るのに必要な

機能回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

② 送迎 

・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。ただし、通常の事

業実施地域外からのご利用の場合は、所定の送迎費をご負担いただきます。 

③ 健康チェック 

  ・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

④ 生活指導（相談・援助） 

・利用者とその家族からのご相談に応じます。 

⑤ レクレーション 

・各種レクレーションを実施します。 

 ⑥ アクティビティ 

  

※介護保険制度改定に伴いサービスに変更があった場合、別紙にて担当者よりご説明、ご利用者の

同意をいただきます。 

 

サービス利用料金（介護給付費、予防給付費） 

ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額

１割～３割）をお支払いください。（サービス料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります） 

☆ご利用者に提供するおやつにかかる費用は別途いただきます。（次項参照） 

☆介護保険の給付額や負担率に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を

変更し、別紙にて担当者よりご説明、ご利用者の同意をいただきます。 

☆機能訓練指導員が１名の場合、又は他の職種の職員が休み、2名いる機能訓練指導員の1人がその

他の職種の業務にあたった場合は、個別機能訓練加算Ⅰ（2）ではなく、（1）を算定させて頂き

ます。 

■ 地域密着型通所介護費（3時間以上4時間未満の場合）（１回あたり） 

ご利用者の要介護度とサービス利用料金 要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

サービス利用料金 
ご利用者負担額【１割】 

４２８円 ４９１円 ５５５円 ６１７円 ６８１円 

サービス利用料金 
ご利用者負担額【２割】 

８５６円 ９８２円 １１１０円 １２３４円 １３６２円 

サービス利用料金 
ご利用者負担額【３割】 

１２８４円 １４７３円 １６６５円 １８５１円 ２０４３円 



個別機能訓練加算Ⅰ（2） 
ご利用者負担額【１割】 

７８円 ７８円 ７８円 ７８円 ７８円 

個別機能訓練加算Ⅰ（2） 
ご利用者負担額【２割】 

１５６円 １５６円 １５６円 １５６円 １５６円 

個別機能訓練加算Ⅰ（2） 
ご利用者負担額【３割】 

２３４円 ２３４円 ２３４円 ２３４円 ２３４円 

科学的介護推進体制加算（１か月あたり） 

ご利用者負担額 【１割】 
４１円 ４１円 ４１円 ４１円 ４１円 

科学的介護推進体制加算（１か月あたり） 

ご利用者負担額 【２割】 
８２円 ８２円 ８２円 ８２円 ８２円 

科学的介護推進体制加算（１か月あたり） 

ご利用者負担額 【３割】 
１２３円 １２３円 １２３円 １２３円 １２３円 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 

ご利用者負担額【１割・２割・３割】 
１月における介護報酬額×０．０９ 

 

※ 送迎料金は、サービス利用料金に含まれます。 

※ 利用者様がサービス提供日の午前８時半以降にサービスの中止を申し出た場合は、キャンセル 

料を請求致します。 

※ 指定地域密着型通所介護にて、利用者様のご希望で、その居宅と指定地域密着型通所介護事業

所との間の送迎を行わない場合は、片道 49 円を利用料金から減額致します。 

※ 送迎時に居宅内介助（電気の消灯、点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等）が必要な場

合は、予め居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターの介護支援専門員が作成する居宅サ

ービス計画書に必要事項を位置づけた上で、実施するものとします。 

また、居宅内介助等を行うものは介護福祉士及び介護職員初任者研修修了者に限り、所要時間

３０分を限度としサービス提供時間に含めます。 

※ 平成２７ 年８月１日より、一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担を現行の１割か

ら２割に引き上げることとします。（一定以上の所得とは、「年金収入とその他の合計所得金

額」の合計が単身で２８０万円、２人以上世帯で３４６万円以上の場合） 

※ 平成３０年８月１日より、一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担を現行の１割から

３割に引き上げることとします。（一定以上の所得とは、「年金収入とその他の合計所得金額」

の合計が単身で３４０万円、２人以上世帯で４６３万円以上の場合。） 

※ 負担割合は、負担割合証にて確認いたします。 

※ 介護保険の算定時の端数処理で差額が生じる場合がございます。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額をご利用者の負担とさせていただきます。 

① レクリエーション、クラブ活動 

ご利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

利用料金：材料代等の実費をいただくこともあります。 



② 介護保険外のサービスとしましてオムツ代１００円をご利用者負担とさせていただきます。 

③ 介護保険外のサービスとしましておやつ１５０円をご利用者負担とさせていただきます。 

④ 通常の実施地域を越えて送迎を行った場合は、実施地域を越えた所から１kmあたり５０円を徴収 

します。 

（３）利用料金お支払い方法 

 サービス利用月の翌月１０日前後に、前記（１）及び（２）の料金・費用にかかる請求書を発行

致します。その請求額を以下の方法で期日までにお支払いいただきます。 

① 請求書発行月の末日までに事業所へ直接現金で支払い 

② 請求書発行月の当社指定日にお客様ご指定の口座より引き落とし 

 

 

（４）サービス利用の中止 

利用予定日の前に、ご利用者の都合により、指定地域密着型通所介護サービスの利用を中止する

ことができます。この場合には、前日の午後５時まで若しくは実施日の当日午前８時半までに事業

所に申し出てください。 

【連絡先】 ０２２－７２５－６７４０   

 

（５）サービス利用の変更 

利用者が指定地域密着型通所介護サービスの変更等を希望する場合は、いつでも事業所に申し出

てください。 

該当利用者に係る居宅介護支援事業所への連絡、その他の必要な援助を行います。 

 

６．苦情の受付について 

当事業所は苦情受付窓口を設置しており利用者・家族からの苦情に迅速、適切に対応します。ま

た、本事業所への苦情やご意見は、行政やその他苦情受付機関に相談することもできます。 

（１）当事業所における苦情の受付当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けま

す。 

○苦情受付窓口  管理者：水野 のぞみ 

○受 付 時 間 月曜日～金曜日（８：３０～１７：３０） 

○電 話 番 号 ０２２－７２５－６７４０ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

宮城県国民健康保険団体連合会介護

保険課 

所在地：宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 

自治会館６階 

電話 ：０２２－２２２－７７００ 

ＦＡＸ：０２２－２２２－７２６０ 

受付時間：９：００～１６：００（土・日・祝・年末年始は除く） 



仙台市役所 介護事業支援課 

施設指導係 

所在地：仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎8階 

電話 ：０２２－２１４－８３１８ 

FAX  ：０２２－２１４－４４４３ 

受付時間：８：３０～１７：００（土・日・祝・年末年始は除く） 

青葉区役所 介護保険課  

介護保険係 

所在地：宮城県仙台市青葉区上杉１丁目５－２０  

電話 ：０２２－２２５－７２２１ 

ＦＡＸ：０２２－２２２－７１１９ 

受付時間 ８：３０～１７：００（土・日・祝・年末年始は除く） 

宮城野区役所 介護保険課 

介護保険係 

所在地：宮城県仙台市宮城野区五輪２丁目１２－３５ 

電話 ：０２２－２９１－１１１１ 

ＦＡＸ：０２２－２９１－２３７１ 

受付時間：８：３０～１７：００（土・日・祝・年末年始は除く） 

泉区役所 介護保険課  

介護保険係 

所在地：宮城県仙台市泉区泉中央２丁目１－１ 

電話 ：０２２－３７２－３１１１ 

ＦＡＸ：０２２－３７５－３７８５ 

受付時間：８:３０～１７:００（土・日・祝・年末年始は除く） 

若林区役所 介護保険課  

介護保険係 

所在地：宮城県仙台市若林区保春院前丁３－１ 

電話 ：０２２－２８２－１１１１ 

ＦＡＸ：０２２－２８２－１１５２ 

受付時間：８：３０～１７：００（土・日・祝・年末年始は除く） 

太白区役所 介護保険課 

介護保険係 

所在地：宮城県仙台市太白区長町南３丁目１－１５ 

電話 ：０２２－２４７－１１１１  

ＦＡＸ：０２２－２４９－１１３１ 

受付時間：８:３０～１７:００（土・日・祝・年末年始は除く） 

 

７．事故の対応について 

サービス提供中、若しくは送迎中に事故が発生した場合には、市町村、家族、居宅介護支援事

業所への連絡など必要な措置を講じ、事故の状況や事故に関して取った処置について記録し、賠

償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。 

 

８．虐待防止について 

  事業者は、利用者等の人権擁護、虐待防止等の為に、次に掲げるとおり一必要な措置を講じま

す。 

・事業所は、虐待防止に関する責任者を選定します。 

虐待防止に関する責任者 管理者：水野のぞみ 



・事業所は、虐待防止のための指針を整備します。 

・事業所は、苦情解決体制を整備します。 

・事業所は、従業者に対する虐待防止の委員会の開催を年2回、及び啓発するための研修を年1回、

定期的に行います。 

・成年後見制度の利用を支援します。 

 

９．身体拘束防止について 

 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがあ 

る場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利 

用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うこと 

があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための措置を講じます。 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従

業者への周知徹底 

・身体拘束等の適正化のための指針の整備 

・従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施 

 

１０．非常災害対策 

事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に 関

する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。 

 

１１．衛生管理等 

① 食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要

な措置を講じます。 

② 感染症の発生、又はまん延しないように必要な措置を講じます。 

③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１２．緊急時の対応方法 

 サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

保証人、居宅介護支援事業者等へ速やかに連絡いたします。 

 

１２．設備の概要 

食堂兼機能訓練室 1室 テーブル、椅子、リハビリ機器 

事務室 1室 鍵付き書庫 

相談室 1室 

トイレ 2室 



静養室 1室 ベッド 

送迎車 3台 

消防設備 消火器、誘導灯 

 

１３．第３者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 



指定地域密着型通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

 

令和   年  月  日 

 

事業者 株式会社健生 

  住所 仙台市青葉区宮町３丁目５－２０ 

代表取締役 中尾 充            

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定地域密着型通所介護サービス

の提供開始 に同意しました。 

 

利用者  住所  

 

  氏名                  

 

ご家族代表 住所  

 

  氏名                  

 

上記代理人（代理人を選任した場合） 

 

    住所  

 

  氏名                  

※ この重要事項説明書は、厚生省令第37号（平成11年3月31日）第8条の規定に基づき、利用申

込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 



※ 介護保険制度改定についての内容説明とご利用者同意について 

説明年月日 介護保険制度改定についての内容 
担当者 

説明印 
同意年月日 

ご利用者同意 

（サインまたは印） 

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

年 月 日   年 月 日  

 


